
《
広
報
は
り
ま
第
５
報
》

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す

通
知
カ
ー
ド
は
、
届
き
ま
し
た
か
？

　
不
在
や
あ
て
所
が
不
明
の
た
め
お
届
け

で
き
な
か
っ
た
通
知
カ
ー
ド
の
入
っ
た
封

筒
を
、
役
場
で
預
か
っ
て
い
ま
す
。
す
で

に
、
普
通
郵
便
で
預
か
っ
て
い
る
こ
と
を

お
知
ら
せ
す
る
通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
１
月
に
な
っ
て
も
、
通
知
カ
ー
ド
が
届

い
て
い
な
く
て
、
役
場
か
ら
の
通
知
も
な

い
と
い
う
場
合
は
、
住
民
グ
ル
ー
プ
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
員
が
届
け
る
場
合

変
更
が
あ
っ
た
本
人
の
通
知
カ
ー
ド
を
ご

持
参
く
だ
さ
い

任
意
代
理
人
が
届
け
る
場
合
　
変
更
が
あ

っ
た
本
人
の
通
知
カ
ー
ド
、
委
任
状
（
代

理
人
選
任
届
）
、
任
意
代
理
人
の
本
人
確

認
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い

法
定
代
理
人（
親
権
者
、
成
年
後
見
人
）

が
届
け
る
場
合
　
変
更
が
あ
っ
た
本
人
の

通
知
カ
ー
ド
、
戸
籍
謄
本
（
播
磨
町
に
本

籍
が
あ
る
場
合
は
不
要
）
、
成
年
後
見
登

記
事
項
証
明
書
、
委
任
状
（
代
理
人
選
任

届
）
、
任
意
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
を

ご
持
参
く
だ
さ
い

日
曜
日
に
臨
時
窓
口
を
開
設

　
通
知
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
、
記
載
事

項
の
変
更
が
必
要
な
方
の
た
め
に
住
民

グ
ル
ー
プ
窓
口
を
日
曜
日
に
臨
時
開
設

し
ま
す
。

▼
日
時
　
１
月
17
日

（日）

午
前
９
時
〜
正
午

※

庁
舎
玄
関
の
自
動
ド
ア
は
、
閉
ま
っ

て
い
ま
す
。
公
民
館
側
の
通
用
口
か
ら

お
入
り
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Ｑ
＆
Ａ

通
知
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の

で
す
か
？

必
要
書
類
を
持
っ
て
、
役
場
の
窓
口

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

 

必
要
書
類
は
届
け
出
る
人
に
よ
っ
て
次

の
よ
う
に
異
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
い
つ
、
ど
ん
な
と

き
に
何
に
使
う
の
で
す
か
？

行
政
機
関
で
は
、
法
律
や
条
例
で
定

め
ら
れ
た
行
政
手
続
（
社
会
保
障
分

野
、
税
分
野
、
災
害
対
策
分
野
）
の
み
で

使
い
ま
す
。

行
政
機
関
以
外
で
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
を
使
う
こ
と
は
あ
る
の
で
す
か
？

あ
な
た
の
勤
務
先
や
、
あ
な
た
が
取

り
引
き
を
し
て
い
る
保
険
会
社
、
証

券
会
社
な
ど
の
民
間
企
業
で
も
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
勤
務
先
で

は
従
業
員
と
そ
の
扶
養
家
族
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
源
泉
徴
収
票
な
ど
に
記
載
が
必
要
、

健
康
保
険
や
厚
生
年
金
の
加
入
手
続
き
に

必
要
で
す
。
保
険
会
社
や
証
券
会
社
で
は
、

利
金
、
配
当
金
、
保
険
金
な
ど
の
税
務
処

理
に
必
要
で
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
書
に
あ
る

「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
「
利
用
者

証
明
用
電
子
証
明
書
」
っ
て
何
な
の
？

署
名
用
電
子
証
明
書
と
は
、
電
子
文

書
に
改
ざ
ん
な
ど
が
な
い
こ
と
を
証

明
す
る
も
の
で
、
従
来
か
ら
税
の
電
子
申

告
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
利
用
者

証
明
用
電
子
証
明
書
と
は
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
の
利
用
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
も
の
で
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
の
証
明
書
交
付
な
ど
に
利
用
し
ま
す
。

便
利
な
も
の
で
す
か
ら
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。個

人
情
報
の
管
理
は
安
全
な
の
？

個
人
情
報
を
特
定
の
機
関
に
集
約
し
、

一
元
的
に
管
理
を
行
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
今
ま
で
ど
お
り
、
播
磨
町
の
皆

さ
ん
の
個
人
情
報
は
播
磨
町
で
管
理
し
、

必
要
な
情
報
だ
け
を
暗
号
化
処
理
し
た
う

え
で
国
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使

っ
て
他
の
行
政
機
関
と
情
報
連
携
を
行
い

ま
す
。

・
利
用
範
囲
の
制
限
や
厳
格
な
本
人
確
認

を
義
務
付
け
る
こ
と
で
成
り
す
ま
し
の
防

止
対
策
を
行
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
住
民
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
３

QA

QQQ A

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
申
請
し
な
い
と

い
け
な
い
の
で
す
か
？
何
に
使
え
る

の
で
す
か
？

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
は
任
意
で

す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
な
く
て
も
、
通
知

カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類
を
一
緒
に
提
示

す
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
な
手
続

き
は
完
了
で
き
ま
す
。
で
す
が
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
は
、
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認

書
類
の
機
能
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
両
方
を

証
明
で
き
る
カ
ー
ド
で
す
。
身
分
証
明
書

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、

将
来
は
搭
載
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を

利
用
し
て
様
々
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
便
利

に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
発
行
を
無

料
で
行
っ
て
い
ま
す
が
、
将
来
は
有
料
に

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
交
付

申
請
に
必
要
な
写
真
の
撮
影
や
、
書
類
の

記
入
の
お
手
伝
い
な
ど
ス
ム
ー
ズ
に
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
申
請
を
行
え
る
よ
う
に
ご

案
内
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
個

人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
す
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

QA

AA

QA

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
」
播
磨
町
特
設
窓
口

▼
開
設
時
間
　
月
〜
金
曜
日
　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時

▼
場
所
　
　
役
場
第
１
庁
舎
　
１
階
正
面
玄
関
横
ロ
ビ
ー

▼
必
要
書
類
　
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
兼
電
子
証
明
書
発
行
申
請
書
（
郵
送

さ
れ
て
き
た
通
知
カ
ー
ド
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
用
紙
）

▼
問
合
せ
　
播
磨
町
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
番
号
☎
０
７
９
（
４
３
７
）
７
０
４
１

▲申請書の記入方法、必要書類の代理投函ほか、
個人番号カード交付申請についてお手伝いして
います

見守り
新鮮情報

事例のような
ことは
ありません

ひとこと
助言

マイナンバー制度に
便乗した詐欺に注意信じちゃダメ

見守るくん

●マイナンバーの通知や利用手続きなど
で、国や自治体の職員が家族構成、資
産や年金・保険の状況などを聞くこと
はありません。
●不審な電話はすぐに切り、来訪の申し
出があっても断ってください。不審な
メールは無視しましょう。
●万が一金銭を要求されても決して支払
わないようにしましょう。
●少しでも不安を感じたら、すぐにお住
まいの自治体の消費生活センターなど
にご相談ください（消費者ホットライ
ン188番）。
＊なお、「通知カード」「個人番号カード」
に関することや、その他マイナンバー
制度の問い合わせは、マイナンバー総
合フリーダイヤル0120-95-0178
（無料）で受け付けています。

 事例１ 「マイナンバー制度の導入に伴い、個
人情報を調査中である」と言って、女性が来訪
し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。本
当に行政機関がそのような調査をしているのか。
（60歳代 女性）

 事例２ 若い男性から「マイナン
バーが順次届いており、みんな手
続きをしているが、あなたは手続
きしたか」との電話があった。
「まだしていない」と答えると、
「早く手続きをしないと刑事問題
になるかもしれない」などと言わ
れ、不審に思った。（70歳代 男性）

▲申請に必要な写真撮影（無料）
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